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東京二十三区清掃一部事務組合議会 

決算特別委員会 

１ 期  日 令和７年９月２６日（金） 

２ 場  所 東京区政会館 ２０２・２０３会議室 

３ 出席議員（１４名） 

    ３番 港 区  土 屋  準 

    ４番 新宿区  渡 辺 清 人 

８番 荒川区  斎 藤 泰 紀 

９番 品川区  渡辺ゆういち 

１０番 目黒区  鈴 木 ま さ し 

１１番 大田区  鈴 木 隆 之 

１３番 渋谷区  一 柳 直 宏 

１５番 杉並区  木梨もりよし 

１６番 豊島区  島 村 高 彦 

１７番 板橋区  田中しゅんすけ 

１８番 練馬区  上 野 ひ ろ み 

１９番 墨田区  佐 藤  篤 

２０番 江東区  釼 先 美 彦 

２１番 足立区  た だ 太 郎 

４ 欠席議員（９名） 

    １番 千代田区 秋 谷 こ う き 

２番 中央区  原 田 賢 一 

５番 文京区  市村やすとし 

６番 台東区  石 川 義 弘 

７番 北区   青 木 博 子 

１２番 世田谷区 石 川 ナ オ ミ 

１４番  中野区  森 た か ゆ き 

２２番 葛飾区  伊藤よしのり 

２３番 江戸川区 島 村 和 成 

５ 出席説明員 

副管理者     高 際 み ゆ き 

副管理者     髙 垣 克 好 



-  - 2 

監査委員     橋 本 正 彦 

総務部長     近 藤 尚 行 

調整担当部長   古 舘  陽 

企画担当部長企画室長事務取扱 武 藏 野 博 信 

清掃事業国際協力室長 森 田 昌 志 

施設管理部長   中 尾 正 巳 

処理技術担当部長 宮 﨑 勇 一 郎 

建設部長     阿 閉  聡 

計画推進担当部長 新 井  進 

建設部参事建設課長事務取扱 横 田 幸 利 

総務課長     和 田 敏 道 

監理調整担当課長(経営改革担当課長兼務) 杉 原 幸 次 

企画室計画担当課長 工 藤 雅 之 

職員課長     初 瀬  司 

労務・人材育成担当課長 大 橋 英 明 

財政課長     佐 久 間 俊 育 

契約管財課長   曽 我 三 津 子 

用地担当課長   能 戸  学 

事業調整課長   三 須 亮 平 

清掃事業国際協力課長 三 羽 憲 和 

管理課長     鈴 木 和 歌 

運営担当課長   鈴 木 健 二 

施設管理部担当課長 小 田 義 浩 

技術課長     佐 々 木 渉 

発電計画担当課長 中 川 智 之 

施設課長     半 田  功 

延命化担当課長  入 江 貴 弘 

計画推進課長   山 本 泰 弘 

工場建設担当課長 岡 地 貴 志 

工場建設担当課長 石 原 潤 一 

工場建設担当課長 加 藤 重 雄 

工場建設担当課長 上 田 和 裕 
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会計管理者    横 石 興 平 

監査事務局長   住 友 俊 介 

６ 出席議会事務局職員 

事務局長     市 川 保 夫 

事務局次長    秋 山 兵 吾 

書記       木 内 昌 彦 

同        小 泉 友 己 子 

７ 議題 

（１） 正副委員長の互選について 

（２） 議案審査 認定第 １号 令和６年度東京二十三区清掃一部事務組 

合一般会計歳入歳出決算の認定について 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開 会（午後２時３０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○市川保夫事務局長 事務局から申し上げます。 

      本日は、委員の選任後、初めての委員会でございますので、委員会条例

第６条第２項の規定に基づき、荒川区の斎藤泰紀委員に正副委員長の互選

までの職務をお願いいたします。 

○斎藤泰紀臨時委員長 お疲れさまです。荒川区の斎藤でございます。正副委員長の

互選まで職務を行わせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

      開会前に、傍聴の許可について、お諮りをいたします。 

      傍聴人から当委員会の傍聴の申出があった場合、これを許可いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○斎藤泰紀臨時委員長 異議ないものと認め、傍聴の申出があった場合には、傍聴を

許可することにいたします。 

      ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

      本日の議題は、お手元に配付をしたとおりでありまして、これより議事

に入ります。 

      最初に、正副委員長の互選についてを議題といたします。 

      正副委員長の互選は、指名推選の方法により行い、指名は私から行わせ

ていただきたいと思いますが、御異議ございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○斎藤泰紀臨時委員長 異議ないものと認めます。 

      よって、正副委員長の互選は指名推選の方法によりまして、指名は私が

行わせていただくことに決定をいたしました。 

      それでは、委員長には佐藤篤委員さん、副委員長には島村高彦委員さん

を指名したいと思います。これに御異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○斎藤泰紀臨時委員長 異議ないものと認めます。 

      よって、委員長には佐藤篤委員さん、副委員長には島村高彦委員さんが

それぞれ選出をされました。 

      それでは、佐藤委員長さん、どうぞよろしくお願いをいたします。あり
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がとうございました。 

〔委員長 着席〕 

○佐藤 篤委員長 ただいま、委員長に御推挙いただきました佐藤でございます。円

滑な議事運営に努めてまいります。どうぞ御協力よろしくお願いいたしま

す。 

      それでは、着座させていただきます。 

      それでは、議事を進行いたします。 

      議案審査を議題といたします。 

      （１）認定第１号、令和６年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

      理事者の説明を求めます。 

      財政課長。 

○佐久間俊育財政課長 令和６年度一般会計歳入歳出決算につきまして御説明いたし

ます。 

      お手元の令和６年度予算執行の実績報告－主要な施策の成果説明書－に

基づき御説明いたします。 

      ７ページをお開きください。 

      歳入決算額（Ａ）は１，０１２億７，８１０万１，９５８円、歳出決算

額（Ｂ）は９８３億７，２１４万８，０３５円で、歳入歳出差引額（Ｃ）

は２９億５９５万３，９２３円となっております。 

      このうち、翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）は３，１９０万円ですので、

実質収支額（Ｅ）は２８億７，４０５万３，９２３円となっております。 

      ８ページ・９ページをお開きください。 

      歳入について、主なものを御説明いたします。 

      まず、第１款分担金及び負担金でございます。 

      これは歳入の中核である特別区分担金で、収入済額４８０億円、構成比

が最も大きい４７．４％となっております。 

      ２番目は、第２款使用料及び手数料で、主に廃棄物処理手数料収入から

成り１４８億８７１万６，７９６円、構成比は１４．６％となっておりま

す。 

      ３番目は、第８款諸収入で、主に電力・エネルギー売払収入から成り、

１１７億８，０３０万９，４６３円、構成比は１１．６％となっておりま
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す。 

      表の一番下、歳入合計は予算現額１，０１４億５，１７５万１，３２０

円に対し、収入済額１，０１２億７，８１０万１，９５８円で、収入率は

９９．８％となりました。 

      １０ページ・１１ページをお開き願います。 

      歳出について、主なものを御説明いたします。 

      まず、第３款清掃費でございます。これは清掃工場などの管理運営費や

施設整備費等で７５２億８，５６７万６，６２５円、執行率は９６．８％、

構成比は７６．５％となっております。 

      ２番目は、第４款職員費で１０９億７，２２８万８，９９５円、執行率

は９７．７％、構成比は１１．２％となっております。 

      ３番目は、第５款公債費で５４億２，７８１万６２４円、構成比は５．

５％となっております。 

      表の一番下、歳出合計は予算現額１，０１４億５，１７５万１，３２０

円に対し、支出済額９８３億７，２１４万８，０３５円で、執行率は９７．

０％となりました。 

      １２ページ・１３ページをお開きください。 

      上段の表、令和５年度・令和６年度の歳入合計欄を御覧ください。 

      令和６年度は、対前年度比１１０億９，７９６万５，０００円、１２．

３％の増となっております。主な要因といたしましては、第８款諸収入が

売電単価の変動により電力・エネルギー売払収入が減となったものの、第

１款分担金及び負担金の特別区分担金が増加するとともに、第３款国庫支

出金及び第９款組合債が施設整備費と連動して、それぞれ大幅に増加した

ことなどによります。 

      下段の表の歳出合計欄を御覧ください。 

      令和６年度は対前年度１３３億１，１６３万５，０００円、１５．６％

の増となっております。主な要因といたしまして、第３款清掃費において、

江戸川・北清掃工場の建替え、千歳・新江東清掃工場の延命化、中防不燃

・粗大ごみ処理施設の整備工事などの進捗により施設整備費が増加したこ

となどによります。 

      １４・１５ページをお開きください。 

      まず、歳入について、上段の表、令和６年度を御覧ください。 
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      １行目、一般財源の決算額は５６６億７，４７０万４，０００円で、特

別区分担金の増により、前年度と比べ５．２％の増となっております。ま

た、太線の下、特定財源は４４６億３３９万８，０００円で、国庫支出金

や組合債の増により、前年度と比べ２２．９％の増となっております。 

      次に、歳出ですが、下段の表、令和６年度を御覧ください。 

      １行目、義務的経費の決算額は１６５億６，５９１万２，０００円で、

公債費の増により、前年度と比べ１１．８％の増となっております。４行

目、投資的経費につきましては２７２億３，６０８万３，０００円で、建

替工事・延命化工事など普通建設事業費の増により、前年度と比べて７６．

３％の増となっております。 

      １８・１９ページをお開き願います。 

      組合債の現在高ですが、表の一番右、令和６年度末現在高は８５２億１，

６６９万６，０００円で、清掃工場建替工事の進捗により発行額が償還額

を上回ったことから、前年度に比べ６５億２，７８６万３，０００円増加

してございます。 

      続いて、ページが飛びますが、８４ページをお開き願います。 

      中ほどの表、財政調整基金の状況でございますが、令和６年度末現在高

は１５３億９，５００万円で、前年度末に比べ３７億６，１００万円の減

となりました。 

      次のページの施設整備基金でございますが、令和６年度に新設し、年度

末現在高は５３億９，４００万円となってございます。 

      以上で、令和６年度決算の説明とさせていただきます。 

      なお、決算審査意見書におきまして、監査委員により決算審査を行った

結果、法令に適合し、計数上、過誤のないことを認めたとする報告をいた

だいてございます。 

      説明は以上でございます。 

○佐藤 篤委員長 理事者の説明が終わりました。 

      これより質疑・意見に入ります。委員の皆さんにお願いいたします。質

疑がある場合は、あらかじめ挙手をお願いします。また、発言に際しまし

ては、質問内容の掲載されている資料名及び掲載ページ、項目等を明確に

し、質疑を終了する際には、質疑を終わる旨の発言をお願いいたします。 

      次に、理事者の皆さんにお願いいたします。答弁の際には、職名を明確
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に述べていただき、簡潔で明瞭な答弁をお願いいたします。 

      それでは、質疑・意見のある方は挙手をお願いいたします。 

      鈴木委員。 

○鈴木まさし委員（目黒区） では、私のほうから、薬剤の調達について質問をさせ

ていただきます。というのも、薬剤の調達が滞ると規制基準値を遵守でき

なくなるので、焼却炉を停止ということになってきますから、非常に大事

なところで聞いておきたいことがあります。 

      令和６年度の薬剤の調達のところなんですけれども、各清掃工場の薬剤

の貯槽の大きさというのが大体１施設１０日分程度というふうに認識して

おりまして、そこをしっかりと安定して調達していくために、１週間に１

回納入をしているというのが令和６年度かと思います。さらに昨今、ごみ

の組成というのが著しく変化したりするので、余裕をもって調達しておか

なければいけないということも踏まえながら調達をしているというのが令

和６年度かなというふうに認識しております。 

      そういう中で国とか東京都も御承知のとおり、薬剤を安定的に調達して

いくためには、方針として数量だとか、あるいは契約期間などの分離・分

割による調達、こういったものを推進している。あるいは発注回数を増加

したり、あるいは複数施設ごとの分割というものを推進しています。令和

６年度は前期と後期で異なる納入工場を組合せをすることによって、分割

の発注をして安定的な調達をしてきたというふうに今回の報告書の中でも

理解しております。 

      聞いておきたいのは、その中で今回監査からの指摘がありました。その

監査からの指摘というのは、要するに集中購入をしている薬剤というのは、

全て清掃工場で同一の仕様になっているので、こういった分割発注という

のはあまり適していないのではないかというような、こういった発注の仕

方を防止すべきではないかという指摘があったわけです。この指摘を踏ま

えて、改めて工業用薬品の調達方針というのを作成されたわけですけれど

も、どのようにこれから調達をしていくことにしているのか。これを伺っ

ておきます。 

○佐藤 篤委員長 技術課長。 

○佐々木渉技術課長 御指摘のとおり、国や都で分離・分割発注を推進しているとこ

ろではございますが、監査の指摘は「合理性を欠く分割発注をせずに、透
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明性や経済性の高い合理的な発注方法に改善するように」ということでご

ざいました。 

      そのため、国の中小企業者の方針や東京都水道局の分割発注を増やす取

組とは異なりますが、監査の指摘を重く受け止めまして、施設の組合せを

四つのブロックに集約いたしまして、かつ議員の皆様からも安定的な調達

について御発言をいただいている中、清掃工場というインフラを止めない

よう複数からの調達など、リスク回避も考えまして、経済性と安定性、こ

の両立を考慮した工業薬品の調達方針を策定し明文化いたしました。 

      具体的な基本的な方針の考え方としましては３点ございます。これまで

も取り組んでまいりましたが、１点目は、契約数量を一定規模以上にまと

めることで、スケールメリットによる価格低減を図ること。２点目は、市

場価格の適正な反映として契約期間を半年とすること。また、薬剤使用量

は御指摘のとおり、ごみ処理量やごみ質等により変化するため単価契約と

すること。３点目は、平時のリスク分散、災害や事故等による供給停止の

リスク分散を考慮し、複数の調達先確保を図るというものでございます。

今年度の下期から本方針による調達に取り組んでいるところでございます。 

○佐藤 篤委員長 鈴木委員。 

○鈴木まさし委員（目黒区） 分かりました。大前提はとにかく安定した調達をしな

いと焼却炉が止まってしまうのでそこをしっかりと調達していただきたい

というのが大前提で、今、新たな考え方、方針ということで３点もお聞き

しました。契約数量を一定規模以上にまとめること、単価契約とする、複

数の調達先確保を図るという方向性を確認しました。 

      最後にちょっと聞いておきたいのはこの新たな調達方法でしっかりと安

定した調達が担保できているのかどうか、ここを確認しておきます。 

○佐藤 篤委員長 技術課長。 

○佐々木渉技術課長 薬剤の安定的な調達につきましては、これまでも全員協議会の

場で御心配される御発言をいただいたところでございます。確かに薬剤が

枯渇いたしますと清掃工場でごみを焼却することができませんので、９０

０万人以上の区民の生活を支えるインフラ施設として安定的な稼働を確保

するため、災害や事故等による薬剤の供給停止のリスクを分散しておく必

要があると考えております。 

      実際、東日本大震災のときには東日本の生産施設が被災しまして、さら
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に燃料問題等でタンクローリーの手配が困難になるなど、薬剤の調達に支

障が生じまして、契約のあった他方面からの調達により焼却炉の停止を回

避した経験もございます。そのため、監査の指摘を重く受け止めまして集

約化の規模を拡大させつつも、生産施設のある四つの方面を考慮しまして、

御意見も踏まえて、複数調達先の確保を図ることも、こちらの調達方針を

含めまして、安定的な調達についても考えてございます。本年度の下期の

調達から策定した調達方針で調達を試みており、入札の結果全て契約でき

たところでございます。 

      一方で、薬剤の契約単価は昨年度下期・今年度上期と比較しても上昇し

ており、上昇傾向が続いている状況は変わっていないところでございます。

今後も策定した調達方針による調達での動向を注視いたしまして、必要な

場合には方針を見直すことも可能としておりますので、引き続き、透明性、

競争性、効果等を考えつつ、薬剤の安定的な調達に努めてまいりたいと考

えております。 

○佐藤 篤委員長 よろしいですか。 

     その他、質疑のある方。 

     渡辺委員。 

○渡辺ゆういち委員（品川区） 私はリチウムイオン電池の影響ということで実績報

告６５ページ、恐らく粗大ごみ破砕処理作業に復旧費等が含まれている前

提で伺います。近年も清掃工場あるいは収集の運搬車両の中でリチウムイ

オン電池が恐らく原因であろうという火災が全国的に発生し、ニュース等

でも報じられて区民の関心も高いところとして伺います。 

      まず今年度、近隣の川口市のセンター、あるいは蕨・戸田のセンターの

火災、そのごみの受入れ等も清掃一組で行っており、火災によっては多額

の復旧費、これも大きな課題かと承知しています。 

      まず清掃一組の施設における火災の発生件数、そして対応の状況を教え

てください。 

○佐藤 篤委員長 技術課長。 

○佐々木渉技術課長 清掃一組施設における火災件数と対応状況でございます。 

      まず清掃工場の火災発生件数ですが、令和５年度が４２件、令和６年度

が５２件となっておりまして、全て工場に設置されている放水銃などで自

衛消防活動により消火しております。また、不燃・粗大ごみ処理施設では、
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令和５年度が１１７件、令和６年度が１８６件と増加傾向にございます。 

      令和６年度は、１件東京消防庁で対応する事案がございましたが、それ

以外は自衛消防活動により消火をしております。なお、御指摘いただきま

した粗大ごみ破砕処理施設では火災後の新たな対策といたしまして、コン

ベヤに常時散水設備と熱感知器を設置してございます。さらに受入ヤード

に熱を検知する赤外線カメラを設置するなど、火災への一層の対策と発生

時の速やかな対応を図ってございます。 

○渡辺ゆういち委員（品川区） はい、ありがとうございました。 

      自衛消防活動での対応が、恐らくこの数に対応しているのはとても大き

なよい要因だと思われます。そしてまた件数も増加傾向で、本当に世の中

全般の大変大きな課題だと思っています。 

      また、いろんな対応も限界も感じるときも来るだろうという中で、やは

り世間の社会の関心等も巻き込んだ対応が肝腎だと思っています。分別で

あるとか、資源化の取組が大切であることはいうまでもありませんが、清

掃一組ではどのような取組を展開するか、また私ども品川区においては不

燃ごみとしてリチウムイオン電池の戸別収集を行っています。各区によっ

て様々な事情・状況がある中で清掃一組としての施設の現状、あるいは各

区との連携、そしてこのリチウムイオン電池に特化した対策を強く推し進

めるべきと考えますがその辺を教えてください。 

○佐藤 篤委員長 施設管理部担当課長。 

○小田義浩施設管理部担当課長 まず現在清掃一組で取り組んでいるリチウムイオン

電池対策についてお答えいたします。 

      令和５年の粗大ごみ破砕処理施設での火災を踏まえ、共同広報として２

３区と連名で作成したチラシや清掃一組のほうで作成しました動画を通じ

て、適切な分別を行っていただけるよう、広く区民の方々への周知を図っ

ているところでございます。しかしながら昨年度、令和６年度に清掃工場

及び不燃ごみ処理センターで約２，８００回搬入物検査を実施してござい

ます。そちらでワイヤレスイヤホンや電子タバコをはじめとした二次電池

内蔵製品を８２件確認したところでございます。このため今後は区民との

意見交換会や環境フェアなどのイベントといった場での啓発やホームペー

ジによる広報を充実させてまいりたいと考えております。 

      また資源化への取組としては東京都が今現在行っておりますリチウムイ
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オン電池等の広域資源化モデル事業、こちらに対して今年度から清掃一組

として協力を行っているところでございます。 

      最後に、委員から今御指摘いただきました２３区との連携についてでご

ざいますが御指摘のとおりですね、リチウムイオン電池対策においては２

３区との連携が欠かせないものであると認識しており、これまでも２３区

の多くの清掃事務所ですとか、中継所を訪問して意見交換を行ってまいり

ました。 

      今後は２３区の清掃リサイクル主管課長会の分科会である適正処理困難

指定廃棄物等検討会、こちらと共同で電池工業会及びＪＢＲＣを訪問し、

二次電池の回収・リサイクル、そうしたことに関する意見交換等を予定し

てございます。引き続き、２３区と連携し、二次電池対策及び安全で安定

的な廃棄物処理に努めてまいります。 

○佐藤 篤委員長 渡辺委員。 

○渡辺ゆういち委員（品川区） それぞれ取組等の御紹介ありがとうございました。

やはり世間の関心、区民の関心が高いのを肌で感じているので、ある意味

ピンチではあるんですがチャンスでもある。啓発という意味と、あと社会

全般を区民と一体となって取り組むチャンスとして強く要望したいと思い

ます。 

      もう一点伺わせてください。実績報告の６０ページ、ごみ焼却管理の住

民への啓発活動という点で伺います。 

      先般これも品川区なんですが環境に関するイベント、その中でペットボ

トルのキャップのほうですね。聞くところによるとペットボトル自体の再

利用率は９０％を大きく超えると、ただしキャップについての再資源化・

再利用はまだ２０％台という調査結果を聞いたんですね。そこで商店街連

合会さんとか、区の環境課がキャップに着目して今取り組んでいます。そ

の中で集めたキャップを再利用すると、その一つの事例として、子供たち

にキャップを集めてもらってそれを優勝トロフィーに加工すると、その少

年サッカーなんですが、そのエコカップという、資源循環をテーマにある

いは参加型の大会を先般開かれて非常に感銘を受けました。 

      また同時にごみ収集車の中が見えるスケルトン車の展示ですとか、来場

した子供が収集作業員の制服を着てですね、記念撮影するなど大変ユニー

クに感じたイベントの中でですね、やはり主役であるその参加者、子供も
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そうですし、保護者も非常になんか楽しくですね、輝いていたようなとこ

ろがありまして、いい手段だなと思って見ていました。やはりこの啓発活

動全般、区の収集事業以外も含めて、工場運営でも大変重要なことだと思

いますんで、清掃一組における啓発活動を様々行っていることは承知して

いますが、一部紹介も含めてですね、教えてください。 

○佐藤 篤委員長 運営担当課長。 

○鈴木健二運営担当課長 委員御指摘のとおり、清掃一組におきましても、啓発活動

は重要であると認識しております。このため清掃一組では毎月行っている

工場見学のほかに２３区連携事業と称しまして、工場ごとに様々なイベン

トを行う工場フェア、それから夏休みを中心に親子見学会、それと区の環

境イベントなどにブースを出展するというようなことを行っております。

その中で、工場運営や公害防止への取組について、パネル展示を行いなが

ら説明するなどの手法を用いて啓発活動を行っているところでございます。 

      工場によって規模やイベントの内容は異なるところではございますけれ

ども区と協力することによりまして、収集から最終処分場まで一貫して体

感・学習できる機会を提供しているものもございます。 

      説明は以上でございます。 

○佐藤 篤委員長 渡辺委員。 

○渡辺ゆういち委員（品川区） ありがとうございます。今日取り上げさせた理由の

一つとして、やはりタイミングというのをキーワードに、現在のその児童

・生徒の関心って、私たち大人が考える以上に進んでいると実感すること

が多々あります。また環境リサイクルの理解を広めることはもちろんです

し、逆に言うと関心の高い、温度差も課題として聞くことがあります。す

ごく関心の高い家庭の方はものすごくいい。ただ、そうでない方と二極化

か三極化みたいなところも聞くところがありますので、やはりいろいろな

進め方というのは工夫が必要かなと思います。それと同時に将来的なこと

を含めたキャリア教育、これは逆に言うと組合とか、各区の担い手、将来

的な人材確保にも大きくつながるかと思いますので、多額の費用をかけな

くてもですね、取組を一層強化することが大事だと思って発言させてもら

いました。 

      最後、そこら辺で抱負的なことを伺えればと思います。 

○佐藤 篤委員長 運営担当課長。 
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○鈴木健二運営担当課長 工場によって定期補修の時期と夏休みが重なってしまった

というところでイベントができなかったというところもありますので、ま

ずそういった工場のほうから区との新しいイベントの機会なども探りなが

ら取組の強化を図っていきたいと考えております。 

      そのほか、イベントの内容につきましては、職員のほうでもクイズを考

えたりですとか、それから発電の模型を作って実際に子供たちがハンドル

を回すとランプがつくなど、そういったような取組もやっておりますので、

まずいろんな方に興味を持っていただいて、清掃工場が決して迷惑施設と

いうだけではなくて、地域のために役立っているというようなところも子

供のうちから認識していただくような取組を行うことによって、啓発活動

を継続・強化していきたいと考えております。 

      以上でございます。 

○佐藤 篤委員長 その他、御質疑ございますでしょうか。 

      よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○佐藤 篤委員長 それではほかに質疑、意見がないようですので、質疑、意見を終

わります。 

      これより採決に入ります。採決は挙手により行います。 

      認定第１号、令和６年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳

出決算の認定についてを認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○佐藤 篤委員長 全員賛成であります。よって、認定第１号は認定すべきものと決

定いたしました。 

      なお、本特別委員会は全議員で構成しておりますので、本会議における

委員長からの報告は省略いたします。 

      以上をもちまして本日の議題は全て終了いたしました。この際、何か発

言はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○佐藤 篤委員長 特に発言がないようですので、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。御協力ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉 会（午後２時５８分） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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記録署名 決算特別委員長                       

                  （佐藤 篤） 

 

 


